
診療情報等の取得・活用、医療ＤＸ推進体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杏林大学医学部付属杉並病院 

 

当院は他医療機関からの診療情報の提供や、マイナンバーカード保険証（マイナ保険証）、問診票を利

用し、患者さんの正確な診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めています。 

また、医療ＤＸを推進するため、マイナ保険証の利用促進、オンライン資格確認、オンライン資格確認

により取得した医療情報の閲覧・活用、電子処方箋発行の体制などを整えております。 

 

当院では診療情報の取得・活用に伴い、国が定めた下記診療報酬を算定いたします。 

 

◆医療情報取得加算：1点加算（初診時）（再診時・3月に１回） 

◆医療ＤＸ推進体制加算 1、2、3：マイナ保険証使用率により、初診時に 10～12点加算 

 

正確な情報取得・活用を行うため、マイナンバーカード保険証によるオンライン資格確認等の利用

に、ご協力頂きますよう、お願い申し上げます。 


